
ＮＰＯ法人　こうち被害者支援センター
《事件や事故の相談電話：088-854-7867》

性暴力被害者サポートセンターこうち
《性暴力被害の相談電話：080-9833-3500》

　一方的な恋愛感情などによって、相手方からつきまとわれるストーカー被害や、配偶者・同棲相手などから日常的
に暴力を受けるＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）被害。
　ストーカーやＤＶは、最初はささいなことでも、急激にエスカレートして重大事件に発展するケースがあることか
ら、被害にあわれている方やその周囲の方々は、警察署や女性相談支援センターなど関係機関にご相談ください。

ストーカー・ＤＶの被害にあったら相談を

　こうち被害者支援センターは、高知県公安委員会から犯罪被害者等早期援助団体の指定を受け、犯罪被害者や
そのご家族からの相談に対して、心に寄り添いながら様々な支援を行っています。お悩みの方は、まずは電話でご
相談ください。

◆電話・面接相談
◆弁護士による法律相談（１回目は無料）
◆臨床心理士による心理相談（１回目は無料）
◆その他警察、病院、裁判所等への付添支援など

～出張相談会（四万十市・安芸市）の開催～
　平成30年度の相談日・開催場所　
　安　芸　市…12/18（火）、2/19（火）
　　　　　　高知県安芸総合庁舎（安芸市矢ノ丸1-4-36）
　四万十市…11/20（火）、1/15（火）、3/19（火）
　　　　　　高知県幡多総合庁舎（四万十市中村山手通19）
　※両会場とも開催時間は、13：30～15：30です。
　※センター登録弁護士及び犯罪被害相談員が相談をお受けします。

こうち被害者支援センターの支援活動
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クイズで学ぼう！お金のイロイロ（問い）
公的年金は、65歳で請求せずに、66歳から70歳まで受け取り時期を
繰り下げることによって、増額されます。それでは、70歳まで繰り下げた
場合の増額率は次のうちどれでしょうか。
 ①42.0%　②15.0%　③8.0% 

高知県金融広報委員会は、中立公正な立場から、くらしに身近な金融に関する幅広
い広報・学習支援活動を行っている団体です。

Ｑ. 
知るぽるとＨＰ「くらきんクイズ」より
※金融広報中央委員会の広報誌“くらし塾 きんゆう塾”から出題されたクイズです。

知るぽるとキャラクター
矢口百太（矢口家の次男）
やぐち ももた

TEL：088-822-011４答えは次のページ ⇒〒780－8570　高知市丸ノ内1丁目2番20号
TEL　088-823-9653（くらしネットkochi）　FAX　088-823-9879

088-823-9319（安全安心まちづくり）
 E-mail:141601@ken.pref.kochi.lg.jp

■くらしネットkochi編集・発行者
高知県文化生活スポーツ部県民生活・男女共同参画課

■安全安心まちづくりニュース 編集・発行者
高知県安全安心まちづくり推進会議

■お問い合わせ先
高知県文化生活スポーツ部県民生活･男女共同参画課

高知県金融広報委員会
ホームページ

検索検索

まちづく　ニュースりりまちづく　ニュースりりり安 全 安 心

～ 支援内容 ～

ストーカー被害
　恋愛感情等やそれが満たされな
かった恨みなどから、つきまといや
名誉を傷つけるなどの行為が繰り返
して行われる被害のことです。

　相談内容に応じ、被害の防止に向
けた支援、相手方への警告、事件と
しての検挙などを行います。

ＤＶ被害
　配偶者（事実婚・離婚後・同居の交
際相手も含む）から、暴力やそれに準
じた心身への有害な影響を及ぼす言
動によって受ける被害のことです。

最寄りの警察署

　女性の悩みごとに対する相談や、
必要に応じた一時保護、自立への支
援を行います。

高知県女性相談支援センター
《配偶者暴力相談支援センター》
（TEL 088-833-0783）

　被害者からの相談によって、警察
署、裁判所への付添い支援などを行
います。

こうち被害者支援センター
（TEL 088-854-7867）

もしかしたら、ストーカー・ＤＶかも…と思ったら 　実際には利用していないの
に、「サービスを提供した」と
称して代金を請求し、お金を
だまし取る詐欺の手口です。

どんな手口？

●心当たりのない不審なお
知らせが届いても、支払
いはせず無視しましょう。
●連絡してしまうと、自分
の電話番号などの個人
情報が知られてしまうの
で、決して連絡しないよ
うにしましょう。
●実在する事業者名や弁
護士名で請求が来た場
合は、当該ホームページ
などに、名称等を不正に
利用した架空請求につい
ての注意喚起がないか
確認しましょう。
●架空請求かどうか判断
がつかない場合や、不安
に思うことがあった場合
には、消費生活センター
等に相談しましょう。

トラブル防止のポイント

それ、架空請求です！それ、架空請求です！それ、架空請求です！それ、架空請求です！
だまされないで!!

まずは、　  消費者ホットライン
い や や

（お住まいの市町村等の消費生活相談窓口をご案内します。）

で確認＆相談しよう！１８８
※本内容は、以下コンテンツを加工して作成しています。「2019年度版　くらしの豆知識」（国民生活センター）／「架空請求注意喚起チラシ」（消費者庁）

局番
なし


